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○
国
土
交
通
省
令
第
五
号 

物
資
の
流
通
の
効
率
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
の
貨
物
自
動
車
運
送
役
務
の
持
続
可
能
な
提
供
の
確
保
に
資
す
る
運
転
者
の
運
送
及

び
荷
役
等
の
効
率
化
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
二
月
十
八
日 

国
土
交
通
大
臣 

中
野 

洋
昌 

 
 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
の
貨
物
自
動
車
運
送
役
務
の
持
続
可
能
な
提
供
の
確
保
に
資
す
る
運
転
者
の
運
送

及
び
荷
役
等
の
効
率
化
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令 

 

（
運
転
者
の
運
送
及
び
荷
役
等
の
効
率
化
の
実
施
の
原
則
） 

第
一
条 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
は
、
物
資
の
流
通
の
効
率
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三

十
三
条
第
一
項
の
基
本
方
針
に
定
め
ら
れ
た
貨
物
自
動
車
運
送
役
務
の
持
続
可
能
な
提
供
の
確
保
に
資
す
る
運
転
者

の
運
送
及
び
荷
役
等
の
効
率
化
の
推
進
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
そ
の
運
送
す
る
貨
物
の
特
性
及
び
従
業
者
の
安

全
そ
の
他
の
必
要
な
事
情
に
配
慮
し
た
上
で
、
運
転
者
一
人
当
た
り
の
一
回
の
運
送
ご
と
の
貨
物
の
重
量
の
増
加
を

図
る
た
め
の
措
置
を
計
画
的
か
つ
効
率
的
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 
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（
運
転
者
一
人
当
た
り
の
一
回
の
運
送
ご
と
の
貨
物
の
重
量
の
増
加
） 

第
二
条 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
は
、
次
に
掲
げ
る
取
組
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
法
第
三
十
四
条
に
掲
げ
る
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
取
組
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
同
条
に
掲
げ
る
措
置
と
し
て
有
効
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

一
の
貨
物
自
動
車
に
複
数
の
荷
主
の
貨
物
を
積
み
合
わ
せ
て
運
送
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
に
よ
り
、
輸
送
網

を
集
約
す
る
こ
と
。 

二 

荷
主
、
連
鎖
化
事
業
者
、
他
の
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
又
は
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
と
協
議
を
行
う
こ
と
そ

の
他
の
措
置
に
よ
り
、
配
送
の
共
同
化
を
行
う
こ
と
。 

三 

運
送
の
帰
路
に
お
い
て
貨
物
自
動
車
に
貨
物
を
積
載
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
に
よ
り
、
貨
物
自
動
車
の
走
行

距
離
に
占
め
る
貨
物
を
積
載
し
た
状
態
に
お
け
る
走
行
距
離
の
割
合
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
。 

四 

配
車
計
画
及
び
運
行
計
画
を
作
成
す
る
機
能
を
有
す
る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
導
入
を
行
う
こ
と
そ
の
他
の
措

置
に
よ
り
、
配
車
計
画
又
は
運
行
経
路
の
最
適
化
を
行
う
こ
と
。 

五 

輸
送
す
る
貨
物
の
量
に
応
じ
た
大
型
の
貨
物
自
動
車
の
導
入
そ
の
他
の
措
置
に
よ
り
、
貨
物
自
動
車
に
積
載
す

る
こ
と
が
で
き
る
貨
物
の
重
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
。 

 

（
実
効
性
の
確
保
等
） 



 3 / 4 

 

第
三
条 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
は
、
前
条
に
規
定
す
る
取
組
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

一 
運
転
者
一
人
当
た
り
の
一
回
の
運
送
ご
と
の
貨
物
の
重
量
の
状
況
並
び
に
貨
物
自
動
車
運
送
役
務
の
持
続
可
能

な
提
供
の
確
保
に
資
す
る
運
転
者
の
運
送
及
び
荷
役
等
の
効
率
化
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
効
率
化
」
と
い

う
。
）
の
た
め
に
実
施
し
た
取
組
及
び
そ
の
効
果
を
適
切
に
把
握
す
る
こ
と
。 

二 

必
要
に
応
じ
て
荷
主
に
対
し
、
複
数
の
荷
主
の
貨
物
を
積
み
合
わ
せ
て
運
送
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
実
施

す
る
た
め
に
必
要
な
運
賃
の
設
定
、
パ
レ
ッ
ト
そ
の
他
の
輸
送
用
器
具
の
利
用
そ
の
他
の
効
率
化
に
資
す
る
措
置

に
関
す
る
提
案
を
す
る
こ
と
。 

三 

物
資
の
流
通
に
係
る
デ
ー
タ
の
標
準
化
（
電
磁
的
記
録
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
用
語
、
符
号
そ
の
他
の
事
項
を

統
一
し
、
又
は
そ
の
相
互
運
用
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
実
施
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
に
よ
り
、
多

様
な
主
体
と
の
連
携
を
通
じ
た
効
率
化
の
た
め
の
取
組
の
実
施
の
円
滑
化
を
図
る
こ
と
。 

四 

国
、
消
費
者
、
関
係
団
体
及
び
関
係
事
業
者
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
。
そ
の
際
、
必
要
に
応
じ
て
取
引
先
に
対

し
協
力
を
求
め
る
こ
と
。 

２ 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
は
、
前
条
に
規
定
す
る
取
組
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
運
転
者
一
人
当
た
り
の
一
回

の
運
送
ご
と
の
貨
物
の
重
量
の
増
加
を
図
る
際
に
は
、
テ
ー
ル
ゲ
ー
ト
リ
フ
タ
ー
（
貨
物
自
動
車
の
荷
台
の
後
部
に

設
置
さ
れ
た
動
力
に
よ
り
駆
動
さ
れ
る
リ
フ
ト
を
い
う
。
）
の
導
入
、
貨
物
の
積
卸
し
の
た
め
の
施
設
の
整
備
そ
の
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他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
取
組
を
実
施
す
る
こ
と
に
伴
い
増
加
す
る
運
転
者
の
負
荷
の
低
減
に
配
慮

す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
は
、
前
条
に
規
定
す
る
取
組
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
運
転
者
一
人
当
た
り
の
一
回

の
運
送
ご
と
の
貨
物
の
重
量
の
増
加
を
図
る
際
に
は
、
関
係
法
令
の
規
定
を
遵
守
し
、
過
積
載
に
よ
る
運
送
そ
の
他

の
輸
送
の
安
全
を
阻
害
す
る
行
為
を
防
止
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 


